
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和 4年度の雇用保険料率 2段階引き上げ 

Tasaka tax accountant office 

いつもお世話になっております。 

春の暖かい日差しが気持ちのいい季節になりました。 

いかがお過ごしでしょうか。 

それでは、今月の事務所だよりをお届けします。 

Vol.108 

2022.4.20 

◆2段階で引き上げ改定される雇用保険料 

 新型コロナの影響が続く中、おととしの 2

月からこれまでの雇用調整助成金等の支給額

は 5 兆円を超えていて雇用保険の財源不足が

課題となっています。厚労省の審議会で議論

されてきましたが、雇用保険料改定が決まり

ました。それによると労使折半で賃金の 0.2％

を負担している失業給付などを支払う事業の

保険料率は 4 月から半年据え置き、10 月から

3 月まで 0.6％上げるとしています。一般の事

業では労使で 4 月～9 月 1000 分の 9.5、10 月

～3 月は 1000 分の 13.5 となります。4 月の

時点では労働者の給与から控除される保険料

は変更ありません。 

 

◆改定の内訳と流れ 

 雇用保険料は労使が負担する雇用保険料や

国庫負担などで賄われています。雇用保険料

の中身は失業給付(労使折半)、育児休業給付

(労使折半)、雇用二事業(事業主負担、助成金や

教育訓練に充てる)で構成されています。 今

までは積立金が一定水準を超えていたことで

労働者 0.3％、事業主 0.6％と原則より低い負

担で抑えられてきましたがコロナ禍で積立金

が枯渇してきています。 

令和 4年度の失業負担分は 4月には据え置

かれますが 10 月には 0.6 になります。また、

育児休業給付に係る保険料率は年間通し

0.4％のまま据え置かれます。 

 一方、事業主のみが負担する「雇用保険二

事業」の料率は 4 月から 0.3％から 0.35％に

上がります。その結果事業主負担は全体で

0.65％になります。 

 

◆料率改定事務 変更分はいつから 

 今のところの予想ですが、令和 4 年度の労

働保険概算確定申告時に令和 4年度の概算額

として事業主負担の二事業の引き上げ分を

乗せます。また、10 月からの料率改定の分は

10 月以降の概算賃金額に引き上げられる新

料率をかけて保険料の概算額を出し、前半分

と後半分を足して 1 年間の概算額とします。

詳しくは令和 4年度の労働保険料の計算方法

が発表されてから確認することとなります。 

 各労働者の給与からの雇用保険料率の徴

収額が上がるのは令和 4 年 10 月分給与から

です。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相続で土地、建物、株式などの財産を取得した

後、これらを譲渡した場合、譲渡所得に所得税が

課されます。この場合、相続財産の譲渡に係る

「取得費加算の特例」を利用することにより譲

渡した資産に対応する相続税額を取得費に加算

し、譲渡所得を減らすことができます。 

 

◆相続人の譲渡所得税の負担を軽減する制度 

 この制度は、相続により財産を取得した者が、

納税資金の捻出などのため、相続財産を売却し

ようとする場合、被相続人の取得時から蓄積さ

れたキャピタルゲインに課税されることから、

納税者の所得税負担に配慮した調整措置として

設定されています。 

 

◆適用要件は３つ 

 この制度を利用する要件は次の３つです。 

(1)相続または遺贈により財産を取得した者であ

ること。 

(2)その財産を取得した者に相続税が課税されて

いること。 

(3)その財産を、相続開始のあった日の翌日から

相続税の申告期限の翌日以後、３年を経過する

日までに譲渡していること。 

 

◆上場株式の譲渡で申告不要の選択に注意！ 

 上場株式を譲渡した場合、申告分離課税で申

告するか、申告不要とするかを選択することに

なりますが、先に申告不要を選択したときは、後

で「取得費加算の特例」を適用した方が有利であ

ることに気付いたとしても、既に申告不要で確

定申告しているので更正の請求は難しくなりま

す。 

 

◆ 

 租税特別措置法には、やむを得ない事情があ

る場合に「取得費加算の特例」を認める宥恕規

定があります。しかし、確定申告で申告不要を

選択したことだけでは、その申告が計算の誤り

や国税に関する法律の規定に従っていなかった

とされず、宥恕規定の適用が認められなかった

判例があります。 

◆相続空き家の特例とは重複できない 

 相続で空き家を取得した後、譲渡した場合、一

定の要件を満たせば 3000万円の特別控除ができ

る「相続空き家の特例」を適用できますが、適用

した家屋と敷地に「取得費加算の特例」は重複適

用できません。 

 なお、相続した土地に居住用家屋と倉庫があ

る場合、被相続人の居住用家屋とその家屋に対

応する敷地の譲渡には「相続空き家の特例」を適

用し、「相続空き家の特例」が適用されない倉庫

とその倉庫の敷地の譲渡には「取得費加算の特

例」を適用する使い分けができます。 

 

～人生の役に立たない雑学 vol.108～ 

 

 

相続税額の取得費加算の特例 

 

 

田 坂 税 理 士 事 務 所  http://www.tasaka-tax.com/ 

水中ならガラスをはさみで

切ることができる！ 

「ケモメカニカル効果」と

呼ばれる現象が発生してい

るため。 


